
観護措置決定を受けたすべての少年に対して国選付添人を選任すること

を求める決議

　弁護士付添人は、少年審判手続において、非行事実の認定や保護処分

の必要性の判断が適正に行われるよう、事案に応じて非行事実を争い、

少年の反省を促し、さらには少年を取り巻く環境を調整するなどの活動

を行う。こうした弁護士付添人の活動は、少年の更生を図るという少年

法の理念を実現するうえで不可欠である。

　しかし、２０１０年（平成２２年）における弁護士付添人の選任率は、

観護措置決定を受け身体拘束されている全少年の約６２％に止まってい

る。これは、身体拘束されている成人被告人のほぼ全員に弁護人が選任

されていることと比較しても極めて低い選任率であり、少年に対する法

的援助が不足していることは明らかである。

　このように弁護士付添人の選任率が低い背景には、２００７年（平成

１９年）に導入された国選付添人制度の対象事件が一定の重大事件（故

意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪及び死刑又は無期若しくは短

期２年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪）に限定されているうえ、家

庭裁判所が必要と認めることが選任の条件とされているという事情があ

る。

　しかも、２００９年（平成２１年）５月以降、被疑者国選弁護制度の

対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたにも拘わらず、未

だ国選付添人制度の対象事件が一定の重大犯罪に限定されているために、

被疑者段階では国選弁護人が選任されていた少年に、家庭裁判所送致後

は弁護士が選任されなくなるといった極めて理不尽な事態も生じている。

かかる事態は法の不備以外の何物でもない。

　これまで日弁連は、少年に対する法的援助の不足を補うべく、弁護士

自らが費用を出し合う付添援助制度によって、一人でも多くの少年に弁

護士付添人が選任されるよう努力してきた。

　しかしながら、少年を含む全ての子どもが将来の社会の担い手である

以上、その少年の冤罪を防ぎ、適正な手続のもと適正な保護処分に付す

ことによって少年の更生を支援することは、国の責務である。

　また、子どもの権利条約第３７条（ d）は、「自由を奪われたすべて
の児童は、弁護人その他適切な援助を行う者と速やかに接触する権利を

有」するとし、同条約第４０条２項（ b）は「刑法を犯したと申し立て
られたすべての児童」には、「防御の準備及び申立てにおいて弁護人そ



の他適当な援助を行う者を持つこと」が保障されると謳っているところ、

同条約を批准した国には、少年が弁護士付添人の援助を受ける権利を実

質化する責務がある。

　そこで、当会は、少年が家庭裁判所に送致され、観護措置決定を受け

て身体拘束を受けている事案については、すべて国選付添人が選任され

る制度、すなわち全面的国選付添人制度を早急に実現することを強く求

めるものである。

　以上のとおり決議する。

　　　２０１２（平成２４）年５月２３日
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